
令和７年 3月吉日 

お客さま各位 

宮崎第一信用金庫 

 

預金通帳未記帳件数の拡大および「通帳未記入取引についてのお知らせ」 

ハガキの郵送終了のお知らせ 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、宮崎第一信用金庫では、毎月16日に未記帳の取引件数が80件を超えたお客さまには、

「通帳未記入取引についてのお知らせ」のハガキにてお知らせし、翌月15日までにご記帳が無か

った場合は、未記帳取引明細をご入金・ご出金をそれぞれの合計件数・合計金額に集約して記帳さ

せていただいております。 

今般、お客さまのご不便を改善すべく下記のとおり、未記帳取引件数を100件に拡大させていた

だきます。 

なお、未記帳取引件数の拡大に伴い、「通帳未記入取引についてのお知らせ」のハガキの郵送

については、紙資源の節約など環境保全(SDGs)への取組みの観点から、令和７年５月分の郵送

をもって終了させていただきます。 

今後ともより一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申

し上げます。 

 

記 

 

１．変更日 

令和７年５月１９日（月） 

 

２．未記帳取引件数の拡大内容等 

変更前 変更後 

80件を超える未記帳取引明細がある場合 100件を超える未記帳取引明細がある場合 

 

３．郵送終了月 

令和7年5月分の「通帳未記入取引についてのお知らせ」をもちまして、ハガキの郵送を

終了します。 

 

３．変更後のご注意 

○通帳の未記帳件数が100件を超えた場合、事前にお知らせすることなく集約記帳をさせてい

ただきます。 

○集約された明細が必要な場合は、ご本人確認書類（マイナンバーカード等）、通帳、お届出印

をお持ちのうえ、お取引店の窓口までお申し付けください。 

なお、集約された明細は、「無料」で発行いたします。 

○通帳へのご記帳は、お手数ですが当金庫の窓口やＡＴＭをご利用いただき、通帳繰越も可能

なＡＴＭもございますので、定期的にご記帳をお願いいたします。 

なお、通帳が不要なお客さま（個人・個人事業主の方のみ）は、通帳レスのサービスもございま

すので、お取引店の窓口までお申し付けください。 

以上 


